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（福山市民病院広報誌「ばら」等作成・印刷業務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２６年（令和８年）３月６日 

福 山 市 民 病 院 

経 営 企 画 部 

医 事 課 

 

 



 

 

 



１ 

福山市民病院広報誌「ばら」等作成・印刷業務に係る入札公告（福山市民病院公告第２２号）

に基づく一般競争入札の実施について、福山市民病院契約規程（平成２６年病院事業管理規程第

２５号）により準用する福山市契約規則(昭和４１年規則第１３号。以下「規則」という。)その

他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 業務の内容 

(1) 件名 

福山市民病院広報誌「ばら」等作成・印刷業務 

(2) 業務の内容等 

別紙「仕様書」のとおり。 

(3) 契約期間 

２０２６年（令和８年）４月１日から２０２７年（令和９年）３月３１日まで 

(4) 業務場所 

受託者事業所内 

 

２ 入札参加資格審査の申請手続 

(1) 入札参加資格要件 

次に掲げる条件を全て満たす者で、入札参加資格の確認において、その資格があると認め

られたものとする。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

イ 本市に納付すべき市税の滞納がない者 

ウ 国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者 

エ 本業務の公告の日から落札決定の日までの間において、本市の指名除外又は指名保留を

受けていない者 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 

カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号から第４号まで及び第６号の規定に該当しない者 

キ 福山市暴力団排除条例（平成２４年条例第１０号）第２条第３号の規定に該当しない者 

ク 本業務の調達先となった場合にデザイン、編集、版下作成、製版、校正及び印刷製本ま

で行える能力を有する者 
ケ 福山市内に本社または営業所等を有する者 

コ 国又は地方公共団体で類似業務の実績を有する者 

 

(2) 申請の方法 

一般競争入札に参加する者で必要な資格の審査を受けようとするものは、次に掲げる書類

を提出しなければならない。なお、「ウ 市税の完納証明書」、「エ 納税証明書」、「キ 

商業登録簿謄本」 及び 「ケ 印鑑証明書」については 、入札参加資格申請書類提出の日か

ら ３ か月前の日以降に発行されたものとし、「ケ 印鑑証明書」を除き、写しを可とする

。 



２ 

ア 一般競争入札参加資格審査申請書（様式第１号） 

イ 入札参加資格審査申請書受付票（様式第２号） 

ウ 市税の完納証明書（福山市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したもの（写しで

も可）。福山市に納税義務のない者は、申立書（様式第３号）を提出すること。 

エ 納税証明書（国に納付すべき消費税及び地方消費税の未納の税額がないことを証明した

もの（写しでも可）） 

オ 委任状（様式第４－１号）は、一般競争入札の権限を支店長、営業所長等に委任する場

合に提出すること。 

カ 誓約書（様式第５号） 

キ 商業登記簿謄本（写しでも可） 

ク 申請日の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表（法人の場合は、直前 1事業年度

の「貸借対照表」、「損益計算書」及び「株主資本等変動計算書」の写し） 

ケ 印鑑証明書（原本） 

コ 業務実績調書（様式第７号） 

 

(3) 申請期間 

２０２６年（令和８年）３月６日（金）から３月１６日（月）午後５時までとする。（た

だし、土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

 

(4) 申請書の交付方法 

福山市ホームページ（http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/）からダウンロード 

 

(5) 申請先 

福山市蔵王町五丁目２３番１号 

福山市民病院 経営企画部 医事課 広報室 

ＴＥＬ ０８４－９４１－５１５１ 

E-mail:shibyou-iji2@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

 

３ 入札に関する日程 

入札に関する日程は次のとおりとする。 

手続 期日 

１ 入札参加資格審査申請書受付期間 ２０２６年（令和８年）３月６日(金)から 
３月１６日(月)午後５時まで 

２ 入札参加資格認定通知書 
  及び入札に関する手続様式の送付 

２０２６年（令和８年）３月１８日(水)までに入札に必要な

資格を有していると認めた者に電子メールで送付する。 

３ 入札説明書等に関する質問受付期間  ２０２６年（令和８年）３月６日(金)から 
３月１２日(木)午後４時３０分まで 

４ 質問への回答 ２０２６年（令和８年）３月１３日(金)までに市ホームペー

ジ「入札・見積り合わせ情報」に掲載する。 
５ 入札及び開札 ２０２６年（令和８年）３月２５日(水)午後２時３０分 

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/


３ 

４ 入札に係る質問について 

(1) 本件に関して質問がある場合は、質問書(様式第６号)により電子メールで行うこと。照会

先は上記２の(5)のとおり。（提出した場合は、届いているかどうかの確認を電話で行うこ

と。） 

(2) 質問の受付は、２０２６年（令和８年）３月６日（金）から３月１２日（木）午後４時３

０分まで。 

(3) 質問に対する回答は、２０２６年（令和８年）３月１３日（金）までに、市ホームページ

「入札・見積り合わせ情報」に掲載する。 

 

５ 入札参加資格の認定 

入札に必要な資格を有していると認めた場合は「入札参加資格認定通知書」、入札権限委

任状（様式第４－２号）、委託入札書（様式第８号）、辞退届（様式第９号）、使用印鑑届

（様式第１０号）を、電子メールで送付する。 

 

６ 契約条件 

本契約に当たっての条件は、次のとおりとする。 

(1) 事業体制・要員に関する条件 

ア 本事業の実施に当たり、事業全体を統括管理する責任者を配置すること。 

イ 必要な人員を配置し、支障なく運営を行うこと。 

ウ 個人情報保護の体制をとり、従事者に周知徹底を図ること。 

エ 情報公開の体制をとり、従事者に周知徹底を図ること。 

(2) 秘密の保持 

事業者は、本事業遂行中に知り得た情報を機密情報として扱い、当院の承認なしに他の目

的に使用又は第三者に対し漏洩・開示してはならない。契約期間終了後も同様とする。 

(3) 第三者への譲渡の禁止 

事業者は本事業を第三者へ譲渡してはならない。 

(4) 疑義 

事業者は、本事業の実施に当たり、仕様書及び本入札説明書（以下「仕様書等」という）

に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、速やかに当院と協議を行い、承認を得た上で

実施すること。 

また、本事業の実施に当たり、疑義及び質問のなかった項目の解釈については、原則とし

て当院の解釈によるものとする。 

 

７ 入札及び開札 

(1) 入札日時 

２０２６年（令和８年）３月２５日（水）午後２時３０分 

(2) 入札場所 

福山市民病院 本館２階 講堂 

 (3) 入札書の提出方法 

   ８（2）、入札条件（5）による。 



４ 

 (4) 開札 

   入札後、直ちに同所で行う。 

(5) 辞退について 

入札参加資格審査の申請を行った者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞 

退することができる。この場合は、次に掲げるところにより申し出ること。 

ア 入札執行前にあっては辞退届（様式第９号）を直接持参、又は郵送（入札日の前日まで

に到達するものに限る。）すること。 

イ 入札執行中にあっては、辞退の旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出すること。 

(6) 開札は、入札参加者等が出席して行うものとする。この場合において、入札参加者等が立

ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせてこれを行う。 

(7) 入札室には、入札参加者等、入札執行事務に関係のある職員（以下「入札関係職員」とい

う。）及び（6）の立ち会い職員以外の者は入室することができない。 

(8) 入札参加者等は、開札の時刻後においては、入札室に入室することができない。 

(9) 入札参加者等は、本人であることを証明するに足る証明書（社員証等）を携行し、入札関

係職員から求められた場合は提示しなければならない。また、代理人の場合は、入札書提出

までに、入札権限委任状（様式第４-２号）を提出しなければならない。 

(10) 入札参加者等は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札室を退室

することはできない。 

(11) 入札室において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札室から退室させる。 

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 

イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者 

 

８ 入札書の作成及び提出方法 

（1）入札書の作成方法 

ア 委託入札書（様式第８号）によること。 

イ 代理人が入札する場合は、入札書に入札参加者本人の住所及び名前（法人の場合は、そ

の商号又は名称及び代表者の名前）並びに代理人であることの表示及び当該代理人の名前

を記載し、入札参加者本人及びその代理人がそれぞれ押印（外国人の署名を含む。以下同

じ。）をしておかなければならない。 

なお、入札書に押印する当該代理人の印鑑は、入札権限委任状に押印したものと同一のも

のでなければならない。 

ウ 入札金額の訂正は認めない。 

エ 入札参加者等は、仕様書等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。仕様書等に

ついての不知又は不明を理由として入札後に異議を申し立てることはできない。 

オ 入札書には、１年間の予定総額を記載し、記入する数字は算用数字を用いる。 

カ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。 

(2) 入札参加者又はその代理人（以下「入札参加者等」という。）は、様式第８号による委託

入札書を直接提出しなければならない。郵送、電話、電報、FAX、電子メールによる入札は

認めない。 

(3) 入札参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更及び取消しをすることができない。 



５ 

９ 無効とする入札 

次の入札は無効とする。なお、再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者はこ

れに加わることができない。 

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

(2) 入札権限委任状を持参しない代理人のした入札 

(3) 記名押印を欠く入札 

(4) 金額を修正した入札 

(5) 入札書の提出後において、金額の訂正の必要がある入札 

(6) 公告及び本入札説明書に示した入札参加条件を満たさない者のした入札 

(7) 入札者が２以上の入札をしたとき 

(8) 他人の代理を兼ね、又は２以上を代理して入札をしたとき 

(9) 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき 

(10) 入札公告等において示した入札書の提出場所及び提出日時に到達しなかった入札 

(11) 一般競争入札参加資格審査申請書又はそれらの添付資料に虚偽の記載をした者の入札 

(12) 再度の入札をした場合においてその入札が１であるとき 

(13) その他入札の条件に反した入札 

 

１０ 落札者の決定 

(1) 予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって申込みをした者を落札業者とし、有効な入札

書を提出したと判断されたものを契約の相手方とする。 

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引

かせ、落札者を決定するものとする。 

(3) （2）の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、

入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとす

る。 

(4) 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消す

とともに、落札者は入札書に記載された予定総額の１００分の５に相当する金額を入札違約

金として納めるものとする。 

(5) 開札をした場合において、落札となるべき価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を

行う。この場合において、入札参加者等が立ち会っていないときは、再度入札には参加でき

ないものとする。 

(6) 再度入札は２回まで（初回の入札を含めて３回まで）とする。 

(7) 最低制限価格は設定しない。 

 

１１ 契約書の作成 

(1) 契約書には、入札書に記載された委託料を記載する。 

(2) 一般競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、２０２６年（令和８年）４月１

日付けで契約を締結するものとする。 

(3) 契約担当職員が契約の相手とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しな

いものとする。 



６ 

(4) 契約書は２通作成し各自１通を所持するものとする。 

 

１２ 入札者に求められる義務 

(1) 入札参加者等は、入札参加資格要件について、契約担当職員より求めがあった場合、説明

をしなければならない。 

(2) 本件入札及び契約に際し要した費用については、入札参加者等の負担とする。 

 

１３ 契約担当課 

２の(5)のとおり 

 

１４ 契約手続等において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

１５ 入札保証金及び契約保証金 

免除する。 

 

１６ その他 

   この業務は、福山市議会における当該契約に係る２０２６年度（令和８年度）の歳入歳出

予算が成立した時をもって効力を生じることとする。 


